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企画広報部 

 

2022ジャパンパラ水泳競技大会開催における 

新型コロナウイルス感染症対策指針 

 

公益財団法人日本パラスポーツ協会（以下、「当協会」とする）では、2022 ジャパンパラ水泳競技大会（以下、

「大会」とする）について、令和 2年 5月 14日（令和 3年 11月 5日改訂）に公益財団法人日本スポーツ協会と協

同して発行した「スポーツイベントの再開に向けた感染予防拡大ガイドライン」に準じた新型コロナウイルス感染

症対策を以下の通り講じることといたします。尚、各競技団体のガイドラインに合わせた対策も併せて講じます

（※内容は今後の情勢の変化に伴い変わることをご了承ください）。 

 

１．基本方針 

◆事前の確認・連絡調整 

大会を開催するにあたり、開催する都道府県・政令指定都市の方針に従い実施を調整する。 

 神奈川県が推奨する LINE公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート（行政）」の活用や、厚生労働省

が提供するスマートフォン向け COVID-19アプリ「COCOA」の活用を推奨する。 

◆事前通知の徹底 

参加者（選手・競技役員・運営設営業者・メディア・来場者等）に対し、連絡事項・ホームページを通じて感

染予防対策について事前に周知するとともに、『体調チェックシート』にて当日までの体調に異常がないことを

記入（検温・咽頭炎の有無等）し提出することを依頼する。また、対策・対応の内容について、大会当日に事務

連絡や会場内へ掲示するなどして周知を徹底する。 

 ※大会 10日前から直前までの体調で、発熱・咽頭炎があった等体調不良があった場合は、大会への参加・観戦

はできません。 

※以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせるよう事前に周知する。 

①体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

③過去 7 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当該

在住者との濃厚接触が認められた場合 

◆感染予防のための基本的な対策 

感染予防の対策として以下の①～③を実施する。 

➀咳エチケット、マスク着用の徹底 

②こまめな手洗い・アルコール等による手指消毒の徹底 

③検温・体調管理 

※徹底して実施するとともに、必要な備品等は事前に揃えておく。 

◆クラスター発生防止のための対策 

クラスター発生防止策として以下の①～③を実施する。 

➀会場の換気 

②ソーシャルディスタンスの確保 

③近距離での会話や発声の抑制 

※環境の設定や事前通知を徹底する。 



◆感染が疑われる症状が出た場合を想定した対策（準備事項） 

１）大会会場等と予め相談の上、医療機関等への搬送など対応について決めておく。 

２）個人情報の取扱いに十分注意しながら、参加者より得た情報（参加申込書、『体調チェックシート』等）に

ついて、終了後一カ月間保存する。 

◆感染が疑われる症状が出た場合の対応 

１）開催期間中に参加者より、感染が疑われる症状の報告があった場合は、速やかに運営事務局は当該者の参加

を中止し、事前に調整していた管轄保健所または、開催地市町村担当部署へ連絡し対応する。 

２）大会終了後、14日以内に感染発症の報告を受けた場合は、関係者へ速やかに報告し、情報共有を行う。 

 

２.大会への参加基準 

◆選手（介助者含む）、スタッフ等（競技役員、運営スタッフ）は、下記の基準に１つでも該当する場合は大会へ

の参加を認めない。 

①参加日に『体調チェックシート』（別紙）を提出できない場合。 

②上記の『体調チェックシート』において、新型コロナウイルス感染症の疑い症状がみられる場合。 

③参加日前日時点で、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として、健康調査が行われている者。 

④会場入口にて実施する検温の結果、37.5度以上と認められる場合。 

⑤その他、大会への参加が不適当であると大会事務局が判断した場合。 

 

３.大会関係者が留意すべきこと 

（１）共通事項 

・「密閉空間」「密集場所」「密接場面」を避けた行動を徹底すること。 

・こまめな手洗いや手指消毒を行い、手を清潔に保つこと。 

・マスクを着用し、咳やくしゃみをする際は、咳エチケットにより飛沫を飛ばさないようにすること。 

・『体調チェックシート』を活用した体調管理及び検温を徹底すること。 

  ・『体調チェックシート』については、参加日に受付へ提出すること。 

※提出するチェックシートは、コピーまたは写真を撮り自身でも管理すること。 

・大会終了後、2週間以内に疑い症状がみられた場合には、医療機関（かかりつけ医等）へ相談・受診を行い、

新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合、速やかに大会事務局に報告すること。 

（日本パラスポーツ協会： jpsa-kikaku@parasports.or.jp ） 

・食事の形式は、個食など感染リスクが比較的低いとされるものを選択するよう心がけること。 

・会場まで移動は、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保等の感染対策を徹底すること。 

（２）選手（介助者を含む）・競技役員 

・大会主催団体が定める、新型コロナウイルス対策指針に従うこと。 

・用具の共用はできるだけ避けること。やむを得ず使用した場合は用器具や手指の消毒を行うこと。 

・競技道具は、使用後都度消毒を行うこと。 

（３）メディアの感染予防策 

・別に定めることとする。 

 

４.感染疑い者が発生した場合の対応 

（１）感染疑い者が発生した場合 

①当日の検温において 37.5度以上と認められた場合や、疑い症状をはじめとする体調不良（明らかに該当し

ない外傷等を除く）を申し出る者がいた場合は、速やかに別室へ誘導する。 



  ②再度、検温を行い 37.5度以上と認められた場合や、疑い症状をはじめとする体調不良がある場合は不参加

を対象者へ告知し、ご帰宅してもらう。 

  ③対象者の退出後、大会事務局は隔離用施設の消毒を行う。 

（２）大会終了後２週間以内に感染の報告を受けた場合 

  ①大会事務局は、大会終了後２週間以内に、医療機関又は大会関係者から新型コロナウイルス感染症の感染の

報告を受けた場合、施設担当者に情報提供を行い、感染者が発生した旨の情報発信を行う必要性についても

協議する。 

②①の協議結果を踏まえ、感染の事実を不特定多数の人に知られる必要があると大会事務局が判断した場合、

大会ホームページやプレス発表等による周知を行う。また、選手及びスタッフ等に対しては、メール等によ

る情報提供を行う。 

 

５.具体的な対策 

■共通事項  

□手指消毒ができるように消毒用アルコール等を設置する。 

□開放できるドアは開放する。必要に応じて換気・循環を行う。 

□適宜ドアノブ、椅子、机などを消毒用アルコール等で除菌する。 

□会場入場時は必ずマスクを着用する（選手は競技時以外着用）。※競技運営上困難な場合は除く。 

□会場内（一部を除く）にはごみ箱は設置しない為、持ち帰りをお願いする。 

■事前準備 

（ア）全関係者に対し、事前に所定の『体調チェックシート』（別紙）を準備し感染リスクの把握に努め、当日

の参加可否の参考とする。全ての関係者は、『体調チェックシート』を日々記入し、当日受付に提出する。 

（イ）準備物 

（1）手指消毒用アルコール 

（2）清拭用除菌クロス  

（3）非ラテックスディスポ手袋 

（4）使い捨て不織布マスクなど 

（5）ボールペン（十分な数・アルコール清拭可能なもの） 

（6）体温計（非接触型） 

（7）ディスポシーツ（救護室用ベッドの使い捨てシーツ） 

（8）使い捨てガウン 

（9）リストバンド（体調チェック済みの印として） 

（10）競技備品用アルコール 

■会場の設営について  

□施設の定めるガイドライン等に準じて設営ならびに準備を進める。 

□他者との間隔を開けた座席位置とする。 

□消毒用アルコールを各箇所に設置する（会場入口、受付、トイレなど）  

□洗面所使用時には、温風乾燥機は使用禁止とする。 

□ドアノブ、手すり、机などをこまめに消毒する。 

□不特定多数が利用するテーブル・椅子などの接触箇所は定期的に消毒する。 

□観客席の定員は、開催地自治体の指針に従い設定する。 

 

 



■受付時について 

□混雑を避けるため、受付時間の拡大と受付箇所の拡大に努める（距離を保てるよう目印の設置等）。 

□非接触型体温計を使用し、入場者の体温を確認する。 

□手指消毒ができるように消毒用アルコール等を設置する（不足が生じないように定期的に確認する）。 

□会場内に入る際に必ず、検温の実施と手指の消毒、『体調チェックシート』の確認を行う。 

□入口にて、新型コロナウイルス感染症対策に関する注意事項を掲示する。 

□必要に応じて来場者の把握の為、使い捨てリストバンドなどで管理を行う。 

□『体調チェックシート』へ記入及び提出。  

■競技場内（室内・屋外）・各控室・トイレ等 

□手指消毒ができるように消毒用アルコール等を設置する。 

□開放できるドアは開放する。必要に応じて換気・循環を行う。 

□適宜ドアノブ、椅子、机などを消毒用アルコール等で除菌する。 

□試合間（休憩時）には適宜、競技道具、ベンチなど備品を消毒用アルコール等で除菌する。 

□手洗い用液体せっけんを設置する。 

□トイレに蓋がある場合は、蓋を閉めてから流すように促すサイン等を掲示する 

□トイレ使用後の手洗いの徹底を促すサイン等を掲示する。 

□ハンドドライヤーは、使用を禁止とする。 

 ■各控室の利用について 

  □手指消毒ができるように消毒用アルコール等を設置する。 

  □解放できるドアは解放する。必要に応じて換気・循環のため、扇風機等を利用する。 

  □適宜ドアノブ、椅子、机などを消毒用アルコール等で除菌する。 

  □蓋付きのごみ箱を設置する（選手関係者控室） 

■飲食について 

□お互いの距離を保ち、換気の良い場所にて食事をとる。 

□必ず手指消毒を行ってから食事をとる。 

 

以  上 

 


